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山形県告示第630号

　平成15年３月26日専決処分をした平成14年度山形県一般会計補正予算の要領は、次のとおりである。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　平成14年度山形県一般会計補正予算（第７号）

　平成14年度山形県の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ693,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ643,633,000千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　

歳入歳出予算補正」による。

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。
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　第１表　歳入歳出予算補正

　　　歳　　　入

（単位：千円）　

計補 正 額補 正 前 の 額項款

95,700,000600,00095,100,000１　県 税

22,448,000153,00022,295,000１　県 民 税

17,793,000119,00017,674,000２　事 業 税

12,062,000147,00011,915,000３　地 方 消 費 税

4,383,00060,0004,323,000４　不 動 産 取 得 税

2,305,000△ 10,0002,315,000５　県 た ば こ 税

254,000△ 11,000265,000６　ゴ ル フ 場 利 用 税

18,568,00018,568,000７　自 動 車 税

5,0005,000８　鉱 区 税

26,00026,000９　狩 猟 者 登 録 税

3,923,000142,0003,781,00010　自 動 車 取 得 税

13,914,00013,914,00011　軽 油 引 取 税

18,00018,00012　入 猟 税

1,0001,00013　旧 法 に よ る 税

21,373,00021,373,000２　地方消費税清算金

21,373,00021,373,000１　地方消費税清算金

2,774,585494,5852,280,000３　地 方 譲 与 税

2,461,992461,9922,000,000１　地 方 道 路 譲 与 税

289,35929,359260,000２　石 油 ガ ス 譲 与 税

23,2343,23420,000３　航空機燃料譲与税

941,230941,230４　地 方 特 例 交 付 金

941,230941,230１　地 方 特 例 交 付 金
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220,118,107152,023219,966,084５　地 方 交 付 税

220,118,107152,023219,966,084１　地 方 交 付 税

493,039△ 6,961500,000６　交通安全対策特別

　　交付金　　　　　

493,039△ 6,961500,000
１　交通安全対策特別

　　交付金　　　　　

9,654,3909,654,390７　分担金及び負担金

1,451,1091,451,109１　分 担 金

8,203,2818,203,281２　負 担 金

9,154,7399,154,739８　使用料及び手数料

6,702,7766,702,776１　使 用 料

56,68956,689２　手 数 料

2,395,2742,395,274３　県 証 紙 収 入

110,617,056△ 623,948111,241,004９　国 庫 支 出 金

41,709,091△ 127,55541,836,646１　国 庫 負 担 金

67,910,340△ 496,39368,406,733２　国 庫 補 助 金

997,625997,625３　委 託 金

913,774913,74410　財 産 収 入

391,357391,357１　財 産 運 用 収 入

522,387522,387２　財 産 売 払 収 入

3,5243,524１１　寄 附 金

3,5243,524１　寄 附 金

13,658,513△ 5,000,00018,658,51312　繰 入 金

578,604578,604１　特 別 会 計 繰 入 金

13,062,909△ 5,000,00018,062,909２　基 金 繰 入 金

17,00017,000３　公 営 企 業 繰 入 金
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　　　歳　　　出

（単位：千円）　

1,999,8121,999,81213　繰 越 金

1,999,8121,999,812１　繰 越 金

55,889,05670,30155,818,75514　諸 収 入

178,898178,898
１　延滞金、加算金及

　　び過料　　　　　

12,50812,508２　県 預 金 利 子

3,900,0003,900,000
３　公営企業貸付金元

　　利収入　　　　　

44,409,36344,409,363４　貸 付 金 元 利 収 入

1,485,2481,485,248５　受 託 事 業 収 入

2,775,51370,3012,705,212６　収 益 事 業 収 入

15,38115,381７　利子割精算金収入

3,112,1453,112,145８　雑 入

100,342,2053,621,00096,721,20515　県 債

100,342,2053,621,00096,721,205１　県 債

643,633,000△ 693,000644,326,000　 歳 入 合 計　

計補 正 額補 正 前 の 額項款

1,223,0601,223,060１　議 会 費

1,223,0601,223,060１　議 会 費

42,819,646△ 100,60042,920,246２　総 務 費

26,257,536△ 100,60026,358,136１　総 務 管 理 費

8,310,3498,310,349２　企 画 費

4,604,4214,604,421３　徴 税 費

997,246997,246４　市 町 村 振 興 費

404,827404,827５　選 挙 費
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1,422,7651,422,765６　防 災 費

497,794497,794７　統 計 調 査 費

150,755150,755８　人 事 委 員 会 費

173,953173,953９　監 査 委 員 費

44,418,00144,418,001３　民 生 費

29,658,04029,658,040１　社 会 福 祉 費

12,555,68512,555,685２　児 童 福 祉 費

2,203,2042,203,204３　生 活 保 護 費

1,0721,072４　災 害 救 助 費

21,432,43921,432,439４　衛 生 費

3,318,2213,318,221１　公 衆 衛 生 費

4,921,8784,921,878２　環 境 衛 生 費

1,735,9361,735,936３　保 健 所 費

11,456,40411,456,404４　医 薬 費

6,170,3086,170,308５　労 働 費

2,638,6712,638,671１　労 政 費

993,577993,577２　職 業 訓 練 費

2,428,0782,428,078３　失 業 対 策 費

109,982109,982４　労 働 委 員 会 費

60,125,12060,125,120６　農 林 水 産 業 費

14,388,45014,388,450１　農 業 費

2,276,8392,276,839２　畜 産 業 費

29,918,46629,918,466３　農 地 費

10,610,58810,610,588４　林 業 費



山　　形　　県　　公　　報 第1448号平成15年６月13日（金曜日）

782

2,930,7772,930,777５　水 産 業 費

42,554,70942,554,709７　商 工 費

37,462,22437,462,224１　商 業 費

4,437,5774,437,577２　工 鉱 業 費

654,908654,908３　観 光 費

129,569,135△ 244,604129,813,739８　土 木 費

4,849,2814,849,281１　土 木 管 理 費

63,929,308△ 244,60464,173,912２　道 路 橋 り ょ う 費

34,077,43734,077,437３　河 川 海 岸 費

5,677,0415,677,041４　港 湾 費

17,439,68117,439,681５　都 市 計 画 費

3,596,3873,596,387６　住 宅 費

29,950,19429,950,194９　警 察 費

27,664,00927,664,009１　警 察 管 理 費

2,286,1852,286,185２　警 察 活 動 費

131,690,422△ 227,000131,917,42210　教 育 費

11,205,32811,205,328１　教 育 総 務 費

49,306,30349,306,303２　小 学 校 費

26,394,698△  68,00026,462,698３　中 学 校 費

33,286,394△ 129,00033,415,394４　高 等 学 校 費

7,790,315△ 30,0007,820,315５　特 殊 学 校 費

1,683,4141,683,414６　大 学 費

950,590950,590７　社 会 教 育 費

1,073,3801,073,380８　保 健 体 育 費



山　　形　　県　　公　　報 第1448号平成15年６月13日（金曜日）

783

　第２表　地方債補正

　　１　変　　更

　　　茨　限度額の変更

3,957,2943,957,29411　災 害 復 旧 費

358,604358,604
１　農林水産施設災害

　　復旧費　　　　　

3,598,6903,598,690
２　公共土木施設災害

　　復旧費　　　　　

99,892,286△ 120,796100,013,08212　公 債 費

99,892,286△ 120,796100,013,082１　公 債 費

29,780,38629,780,38613　諸 支 出 金

3,900,0003,900,000２　公 営 企 業 貸 付 金

10,979,16410,979,164３　地方消費税清算金

1,371,0581,371,058４　利 子 割 交 付 金

10,741,52210,741,522５　地方消費税交付金

186,621186,621
６　ゴルフ場利用税交

　　付金　　　　　　

9,1849,184
７　特別地方消費税交

　　付金　　　　　　

2,591,5052,591,505
８　自動車取得税交付

　　金　　　　　　　

1,3321,332９　利 子 割 精 算 金

50,00050,00014　予 備 費

50,00050,000１　予 備 費

643,633,000△ 693,000644,326,000　 歳 出 合 計　

補正後の限度額補正前の限度額起　　　債　　　の　　　目　　　的

6,779,0006,149,000農 林 公 共 事 業

35,040,00033,026,000土 木 公 共 事 業

720,000735,000公 共 土 木 災 害 復 旧 事 業（ 現 年 ）

586,000642,000国 直 轄 災 害 復 旧 事 業

千円 千円
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山形県告示第631号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第632号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨

の届出があった。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

1,131,0001,132,000自 然 災 害 防 止 事 業

17,044,00015,986,000臨 時 道 路 整 備 事 業

2,170,0002,177,000臨 時 高 等 学 校 整 備 事 業

361,000363,000警 察 庁 舎 整 備 事 業

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成15．5.16訪 問 介 護

指定訪問介護事業所特定非営利活動法人

かたくりの会

東置賜郡高畠町大字元和田1599番地の21

特定非営利活動法人かたくり

の会

東置賜郡高畠町大字元和田

1599番地の21 同通 所 介 護

指定通所介護事業所特定非営利活動法人

かたくりの会

東置賜郡高畠町大字元和田1599番地の21

同　　　5.29通 所 介 護
お達者クラブひより

米沢市福田町二丁目３番168号

有限会社なごみの部屋

米沢市堀川町４番31号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成15. 5. 1

介護ショップぴゅあ

福祉用具貸与

有限会社ピュア＆ディみ

ちのく

米沢市門東町３－３－１ 米沢市大町５－３－34米沢市門東町３－３－１

同

楽らくケアセンター指定訪問介護事業所

訪 問 介 護

有限会社キュアサービス

米沢市門東町二丁目７番

21－101号 米沢市大町五丁目４－51米沢市金池５丁目６－29

同

楽らくケアセンターデイサービス

通 所 介 護

米沢市大町五丁目４－51米沢市金池５丁目６－29
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山形県告示第633号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　調査を行った者の名称

　　戸沢村

２　調査を行った期間

　　平成13年５月22日から平成15年２月27日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び薄冊の名称

　　戸沢村地籍図及び地籍薄

４　調査地域

　　大字角川の一部

５　認証年月日

　　平成15年６月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第634号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　調査を行った者の名称

　　大江町

２　調査を行った期間

　　平成13年５月22日から平成15年３月19日まで

３　国土調査法第18条に規定により送付があった地図及び薄冊の名称

　　大江町地籍図及び地籍薄

４　調査地域

　　大字月布、大字大鉢の各一部

５　認証年月日

　　平成15年６月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第635号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の施行に伴う工

事が完了した旨の届出があった。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

同

有限会社キュアサービス指定居宅支援事業所

介 護 支 援

米沢市大町五丁目４－51
米沢市門東町二丁目７番

21－101号

工事完了年月日事　　業　　の　　名　　称地　区　名届　出　者　の　名　称

平成14年12月25日基 盤 整 備 促 進 事 業西 高 玉白 鷹 町
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山形県告示第636号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、八沢川土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第637号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、八沢川土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

鶴岡市大字菱津い161番地小 林 善 一理　　　　　　 事

同　　大字田川戊197番地栗 本 孝 一同

同　　大山二丁目16番12号佐 藤 光 雄同

同　　大字西目丁102番地佐 藤 喜 義同

同　　大字馬町字駒繋38番地太 田 清 一同

同　　大字水沢甲48番地小 松 邦 生同

同　　大字下小中ろ88番地本 間　 正監　　　　　　 事

同　　大字大広丁115番地鈴 木　 卓同

同　　大字馬町字駒繋198番地阿 部 哲 郎同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

鶴岡市大字菱津い161番地小 林 善 一理　　　　　　 事

同　　大字西目丁102番地佐 藤 喜 義同

同　　大字下小中ろ88番地本 間　 正同

同　　大字馬町字駒繋38番地太 田 清 一同

同　　大字大広丁115番地鈴 木　 卓同

同　　大字少連寺乙24番地伊 藤　 淳同

同　　大山二丁目16番12号佐 藤 光 雄監　　　　　　 事
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山形県告示第638号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、都市計画事業を次のとおり認可した。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　施行者の名称

　　村山市

２　都市計画事業の種類及び名称

　 　種　類　　村山都市計画道路事業

　 　名　称　　３・４・１号江迎湯沢線

３　事 業 地

　 　収用の部分　　村山市楯岡鶴ヶ町一丁目地内

　 　使用の部分　　な　し

４　事業施行期間

　　平成15年６月13日から平成18年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第639号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山総務建築課において平成15年６月13日から同年６月26日まで縦覧

に供する。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　458号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第９号

　山形県教育委員会６月定例会を次のとおり招集した。

　　平成15年６月13日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　　　　

　委 員 長　　安　孫　子　　　　　　　博

１　招集の日時　　平成15年６月17日（火）　午後２時

同　　大字馬町字駒繋198番地阿 部 哲 郎同

同　　大字水沢丙151番地小 松 英 夫同

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

1,740
50.0～

  6.0
旧

西村山郡大江町大字左沢字前田889番13から

寒河江市大字中郷字角田1557番１まで

同　上
50.0～

 6.0新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

1,220
  43.0  ～

17.7
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

メートル

メートル
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２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

　 　山形県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則の一部を改正する規則の制定について

　 　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見について

　 　山形県立博物館協議会委員の委嘱（任命）について

  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関

する変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに東根市役所に

おいて平成15年10月13日まで縦覧に供する。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　東根ショッピングセンター

　　東根市中央一丁目９番１号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社千恵企画　天童市鎌田一丁目10番１号

　　代表取締役　渡辺　繁之

３　変更する事項

　 　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　（変更前）　10,026平方メートル

　　　（変更後）　9,074平方メートル

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　（変更前）

　　　（変更後）

　 　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）　午前９時45分から午後９時15分まで。ただし、年間60日は午前９時45分から午後10時15分ま

　　　　　　　　で

　　　（変更後）　午前８時30分から午後11時15分まで

４　変更年月日

　　平成15年５月30日

５　届出年月日

　　平成15年５月23日

６　そ の 他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成15年10月13日までに知事に提出することができ

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

年間60日は、閉店時刻午後10時午後９時午前10時

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

午後11時午前９時
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る。

　 　意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　 　意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　 　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関

する変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成15年10月13日まで縦覧に供する。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヤマザワ漆山店

　　山形市大字漆山2570番１

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　山澤　進

３　変更する事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　（変更前）

　　　（変更後）

　 　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）　午前９時30分から午後８時30分まで。ただし、年間50日は午前８時30分から午後８時30分ま

で、年間50日は午前９時30分から午後９時30分まで、年間10日は午前８時30分から午後９時30分

まで

　　　（変更後）　午前９時30分から午後９時30分まで。ただし、年間60日は午前８時30分から午後９時30分まで

４　変更年月日

　　平成15年６月15日

５　届出年月日

　　平成15年５月30日

６　そ の 他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成15年10月13日までに知事に提出することができ

る。

　 　意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

年間60日は、開店時刻午前９時午後９時午前10時

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

年間50日は、開店時刻午前９時

閉店時刻午後８時、年間50日は、

開店時刻午前10時閉店時刻午後

９時、年間10日は、開店時刻午前

９時閉店時刻午後９時

午後８時午前10時
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　 　意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　 　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により山形市から聴取した大規模小売店舗の

周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の概要は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成15年７月13日まで縦覧に供する。

　　平成15年６月13日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　意見の聴取に係る大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヤマザワ北町店

　　山形市桧町四丁目４番21号外

２　大規模小売店舗の変更に係る届出の公告を行った日

　　平成15年１月24日

３　意見の概要

　　意見なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イ及び同法第99条の３第４項第１号イの規定によ

る技能検定員審査及び教習指導員審査を次のとおり実施する。

　　平成15年６月13日

山 形 県 公 安 委 員 会　　　　　　　　　　

　委 員 長　　鐙　　　谷　　　誠　　　一

１　審査の種類

　 　技能検定員審査

　　ア　技能検定員審査（大型）

　　イ　技能検定員審査（普通）

　　ウ　技能検定員審査（大特）

　　エ　技能検定員審査（大自二）

　　オ　技能検定員審査（普自二）

　　カ　技能検定員審査（牽引）

　　キ　技能検定員審査（大型二種）

　　ク　技能検定員審査（普通二種）

　 　教習指導員審査

　　ア　教習指導員審査（大型）

　　イ　教習指導員審査（普通）

　　ウ　教習指導員審査（大特）

　　エ　教習指導員審査（大自二）

　　オ　教習指導員審査（普自二）

　　カ　教習指導員審査（牽引）

　　キ　教習指導員審査（大型二種）

　　ク　教習指導員審査（普通二種）

２　審査の期日及び場所

　 　期　日

　　　平成15年７月14日(月)から同月18日(金)までの日の午前８時30分から午後５時まで

　 　場　所

　　　天童市大字高擶字立谷川原北3400番地　山形県警察本部交通部運転免許課（以下「運転免許課」という｡)

３　審査の申請手続

　 　申請手続

　　審査を受けようとする者は、審査申請書に山形県指定自動車教習所規程（昭和53年６月県公安委員会告示第

15号）第５条に規定する書類を添えて、運転免許課に提出すること。
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　 　申請の受付期間及び受付時間

　　　平成15年６月23日(月)から同月30日(月)までの日の午前８時30分から午後５時まで

４　審査手数料

　　審査手数料は、山形県手数料条例（平成12年３月県条例第８号）第２条第２項第８号及び第10号に規定する額

とする。

５　そ の 他

　　詳細については、運転免許課（電話023-655-2050）に問い合わせること。
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